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新しいサービス等 を紹介します︕新しいサービス等 を紹介します︕
町⺠の皆さんの暮らしに役⽴つ

令和 3 年度から 国⺠健康保険税を引下げます︕国⺠健康保険税を引下げます︕

　国民健康保険の運営は、持続可能な医療保険
制度の構築を目的として平成30年度に広域化
され、現在町は県と共同保険者になっています。　
　町では、広域化に伴い、平成29年度から課
税方式及び税率の変更により収支のバランスを
図ってきましたが、令和3年度から、子育て世
代の負担軽減として、被保険者1人当たりにか
かる均等割を、原則として（※）2,000円引き
下げます。
　国民健康保険税は、均等割と所得割（世帯の

所得から住民税の基礎控除額を引き、税率をか
けたもの）の合計となりますが、所得割に変更
はありません。
※  均等割の軽減を受けている世帯の被保険者1
人当たりの引下げ額は、7割軽減対象の方は
600 円、5割軽減対象の方は 1,000 円、2
割軽減対象の方は 1,600 円となります。軽
減の要件は、7月に送付する税額通知に同封
するご案内をご覧ください。

■問合せ　役場税務会計課　☎296-5892

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料　
新型コロナウイルス感染症の影響による減免のお知らせ

町税等の　クレジットカードの納付を開始します
　令和3年6月１日（火）から、スマートフォンやタブレット端末を利用して、クレジットカー
ドやネットバンキングによる納付ができるようになります。納付書に記載されているバー
コードを読み取るだけで、時間や場所を気にせず簡単に納付が可能です。新型コロナウイルス
感染症のリスク回避のためにも、簡単に納税ができるクレジットカード納付等をご利用くだ
さい。詳しくは、町ホームページの「鳩山町納付サイト」をご覧ください。
■問合せ　役場税務会計課　☎296-5892

納付できる税（料）金

納付可能な
クレジットカード

納付手順

町県⺠税（普通徴収）、固定資産税、軽⾃動⾞税（種別割）、国⺠健康保険税（普通徴収）、
介護保険料（7 ⽉から）、後期⾼齢者医療保険料（7 ⽉から）

VISA JCB MasterCard AMERICAN EXPRESS DinersClub

▶ ▶ ▶

① ⼿順に従い、納付書
のバーコードの読み
取りを⾏います。

② 反映された納付情報
を確認し、「決済情報
⼊⼒」を押します。

③ クレジットカード情
報またはネットバン
キング情報を⼊⼒し
ます。

④ 納付⼿続を実⾏し、
納付完了です。

※ クレジットカード及びネットバンキング納付はスマートフォンやタブレット端末
からのみ利⽤可能です。また納付⾦額に応じ、下記のとおり別途利⽤料がかかります。

システム利用料

納付額
1円～
10,000円

10,001 円～
20,000 円

20,001 円～
30,000 円

30,001 円～
40,000 円

40,001 円～
50,000 円

※ 以降納付⾦額が 10,000 円増えるご
とに、利⽤料が 110 円（税込）加算
されます。利⽤料（税込） 110 円 220 円 330 円 440 円 550 円

■クレジットカード決済

■ネットバンキング決済

利用料（税込） ⼀律 165 円

　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件
を満たす世帯の方は、保険税（料）が減免となります。
【対象となる保険税（料）】
・ 令和 3年度分の保険税（料）：令和3年 4月 1日か
ら令和4年 3月 31日までに納期限を設定している
保険税（料）
・ 令和 2年度分の保険税（料）：令和2年度末に資格
を取得したこと等により、令和3年 4月 1日から令
和4年 3月 31日までに納期限を設定している保険
税（料）

【全額免除対象者】
　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者（世帯主）が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
の方

【⼀部または全額免除対象者】
◆国⺠健康保険税・後期⾼齢者医療保険料
　次の①～③のすべてに該当する世帯の方
① 主たる生計維持者（世帯主）の事業収入等が前年に
比べ3割以上減少すると見込まれる世帯の方
② 減少見込みの所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下である世帯の方

③ 前年の所得の合計が 1,000 万円以下の世帯の方
◆介護保険料
　次の①、②の両方に該当する世帯の方
① 主たる生計維持者（世帯主）の事業収入等が前年に
比べ3割以上減少すると見込まれる世帯の方

② 減少見込みの所得以外の前年の所得合計額が 400
万円以下である世帯の方

※ 「前年」とは、令和 3年分は令和 2年、令和 2年
分は令和元年を指します。

※ 減免額は、主たる生計維持者の前年の所得額等に基
づいて計算します。また、申請の際は減免の対象と
なる事由（主たる生計維持者の死亡や失業、収入の
減少等）を証明する書類が必要となります。減免の
内容や申請方法等詳細については、下記の各担当ま
でお問い合わせください。

■国⺠健康保険税
　役場税務会計課 賦課担当　☎ 296-5892
■介護保険料
　役場長寿福祉課 介護保険担当　☎ 296-1210
■後期⾼齢者医療保険料
　役場町民健康課 保険年金担当　☎ 296-5891


